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中央棟地下1階のコインランドリーをご利用くだ
さい。料金はコースによって異なります。現金・院内
専用プリペイドカードでお支払いいただけます。

また私物の洗濯を業者に有料で依頼できる洗濯代
行サービスがあります。

W i - F i環境

Wi-Fi環境

24時間接続可能
予定入院の方は入院当日、緊急入院の方は入院
翌日から無料でご利用いただけます。

※新しくカードを購入される際に、保証金としてご入金額から500円が差し引かれます。
　例：1,000円でICカードを購入した場合、最初にカードに入金される金額は500円分です。

〇利用料金（1回につき）
　・洗濯と乾燥
　　　　標準…400円
　　　　少量…300円
　・洗濯のみ…200円
　・乾燥のみ…100円/30分
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※

入院医療費の計算方法「DPC」とは病気の種類と診療内容によって分類される包括支払い制度です。
１日あたりの定額部分と出来高部分を合わせて計算します。場合によっては該当せず、出来高のみでの算定になることも
あります。





他院へのセカンドオピニオンのご依頼は主治医へご相談ください。

患者サービス室



寄附申込方法 税制上の優遇措置
金融機関の窓口ATM等からの寄附
寄附申出書に必要事項をご記入の上、寄附担当まで郵送又はFAX
にてお送りください。
受入が決定しますと「振込依頼書」をお送りします。
入金確認後、「寄附金領収書」をお送りいたします。
なお、当センターにご来院の方は、当センター職員にお申し付け
いただければ、寄附担当者が対応させていただきます。

来院でのお申込み
現金、クレジットカード、デビットカードでのご寄附を受付しており
ます。担当医・看護師長などにお申し付けください。
寄附担当者が対応させていただきます。

Webサイトでのお申込み
クレジットカード決済にてご寄附いただけます。
必要事項をご入力の上、お申込みください。

当センターは「特定公益増進法人」であり、ご寄附をいただいた
個人・法人は税制上の優遇措置が受けられます。
控除を受けるためには、ご寄附後に当センター発行の寄附金領収
書を添えて税務署に申告することが必要です。

〇個人からのご寄附の場合
【所得税の寄附金控除】
その年に支出した寄附金額
（その年の総所得等の40％を限度とする）-2千円=寄附金控除額
【都民住民税の税額控除】
基本となる寄附金税額控除額の計算
（寄附金額または総所得金額等の合計額の30％のうちいずれか
少ない金額-2千円）×税率（補足）税率（区民税分6％都民税4％）

〇法人からのご寄附の場合
寄附金をいただいた事業年度の確定申告の際に、一般の寄附金
とは別枠で損金の額に算入できます。

ご芳名の掲示について
個人及び団体・企業からご寄附をいただいた方のお名前を、院内
銘板でご紹介させていただきます。ご希望をお知らせください。



寄附申込方法 税制上の優遇措置
金融機関の窓口ATM等からの寄附
寄附申出書に必要事項をご記入の上、寄附担当まで郵送又はFAX
にてお送りください。
受入が決定しますと「振込依頼書」をお送りします。
入金確認後、「寄附金領収書」をお送りいたします。
なお、当センターにご来院の方は、当センター職員にお申し付け
いただければ、寄附担当者が対応させていただきます。

来院でのお申込み
現金、クレジットカード、デビットカードでのご寄附を受付しており
ます。担当医・看護師長などにお申し付けください。
寄附担当者が対応させていただきます。

Webサイトでのお申込み
クレジットカード決済にてご寄附いただけます。
必要事項をご入力の上、お申込みください。

当センターは「特定公益増進法人」であり、ご寄附をいただいた
個人・法人は税制上の優遇措置が受けられます。
控除を受けるためには、ご寄附後に当センター発行の寄附金領収
書を添えて税務署に申告することが必要です。

〇個人からのご寄附の場合
【所得税の寄附金控除】
その年に支出した寄附金額
（その年の総所得等の40％を限度とする）-2千円=寄附金控除額
【都民住民税の税額控除】
基本となる寄附金税額控除額の計算
（寄附金額または総所得金額等の合計額の30％のうちいずれか
少ない金額-2千円）×税率（補足）税率（区民税分6％都民税4％）

〇法人からのご寄附の場合
寄附金をいただいた事業年度の確定申告の際に、一般の寄附金
とは別枠で損金の額に算入できます。

ご芳名の掲示について
個人及び団体・企業からご寄附をいただいた方のお名前を、院内
銘板でご紹介させていただきます。ご希望をお知らせください。

1616





がん患者サロンOLIVE

血液浄化療法室



6

レストラン スエヒロ

6

《レストラン》
スエヒロ



6

レストラン スエヒロ

6

《レストラン》
スエヒロ

2020



当院の診療には、書面又は口頭により個別に説明同意をいただくものと、あらかじめホームページや入院パ
ンフレットなどにお示しし、病院の方針として包括的に同意（包括同意）をいただくものがあります。以下の診
療項目は、病院方針として包括同意いただくものです。ご不明な点が御座いましたら、医師、看護師又はお
近くの職員までお申し付けください。なお、特段明確な意思表示がない時は、包括的な同意を得たものとして
取り扱わせていただきます。

原則として医療行為については、同意をいただいています。但し、次の項目は診療の一環として
実施したします。

（1）　診察・処置など
　　　問診、視診、体温測定、身長測定、体重測定、血圧測定、リハビリテーションなど

（2）　投薬・注射など
　　　通常の投薬、注射、点滴ラインの確保、持続皮下留置針挿入、酸素投与など

（3）　検査・モニターなど
　　　�血液検査、尿検査、痰などの微生物学的検査、心電図、脈波、肺機能検査、超音波検

査、呼気ガス分析、経皮酸素飽和度測定など

一般診療1.

臨床医学を学ぶ研修医、医療系の学生の実習（研修）、施設見学などを実施しています。

研修医・医療系学生の診療への参加及び見学3.

院内には、防犯および患者さんの安全確保（転倒・転落など）のため、建物内・手術室・病棟等に

設置された監視用のカメラがあります。撮影された画像データは、臨床研究等の目的に利用す

る場合があります。なお、当該データは個人情報保護方針に従い適切に取り扱います。

防犯・監視カメラ2.
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